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外国ユーザーリスト用務用務先情報国名法人名／個人名

非掲載掲　載

非掲載掲　載

非掲載掲　載

年  月  日 年  月  日

例：非公知の技術文書，データ，暗号プログラム等ソフトウェア

（要チェック）

私は，国立大学法人信州大学安全保障輸出管理規程を遵守し，規制貨物・技術・ソフトウェアを無許可で直接的又は
間接的に規制地域や取引懸念顧客に輸出又は提供しないことに同意します。

□

【注意事項】
1) 用務や携行物に変更が生じた場合は，速やかに輸出管理マネージャーに報告すること。
2) 自己使用の貨物，技術，ソフトウェアは，帰国時に持ち帰ること。輸出管理マネージャーが現物確認することがあります。
3) 渡航先がグループＤ（懸念国（イラン，イラク，北朝鮮））の場合は事前に輸出監理室に相談してください。
4) 訪問先が懸念組織（外国ユーザーリストに掲載されている，または軍・警察など）の場合は事前に輸出監理室に相談してください。
5) 渡航先国の輸入規制および関連法規が適用される場合がありますので各自で確認してください。
6) 外為法等の輸出関連法規に対する違反は日本国の法令による処罰の対象となり，また信州大学安全保障輸出管理規程への過失または故
意による違反は懲戒処分の対象となる場合があります。
7) 米国原産品，組込み品，直接製品は，米国再輸出規制が適用される場合がありますので輸出監理室に相談してください。
8) 該非判定および取引審査などの資料を提出していただく場合があります。

部局等受付
(統括付ﾏﾈｰｼﾞｬｰ)

輸出管理
マネージャー

輸出管理
責任者

いいえ規制該当の貨物，技術又はソフトウェアを携行しますか

例：職業用具（機械，装置，工具，器具，備品など），無償見本（試料，サンプル，見本品など）

（携行する規制該当技術・ソフトウェア）

㊞ ㊞ ㊞

担当
部局等

チェックの結果

特記事項

※ 裏面の注意事項を読んで記入してください

手続不要
該非判定・取引審査の資料の提出要
業務通関手続要
インボイス・非該当証明書などの持参要
輸出監理室に相談

年  月  日

外国出張にかかる携行物申告書

申 告 日： 　

別紙様式第7（第19条関係）

(元号)

●出張者

●訪問先　　※ 行程は，出張命令簿に添付のとおり。

出張期間： 　 ～ 　

氏名： 所属： 職名：

E-mail： TEL：

(元号) (元号)

貨物の説明（品名・型名等・管理番号など）

掲　載 非掲載

※ 「はい」「不明」の場合は次に記載してください。

（携行する規制該当貨物）

有 無

輸出許可 特例適用

●携行物　　※本学の物品以外であっても用務で使用する場合は申告の対象となります。

不　明は　い

価格

有 無

有 無

無有

形態

有 無

有 無

有 無

有 無

技術やソフトウェアの説明 輸出許可 特例適用
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1. 規制貨物・技術（輸出令別表1，外為令別表）
　「貨物・技術のマトリクス表」　 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html 参照

2. 許可例外の特例（輸出令第4条1項関係，貿易外省令第9条2項）
　「貨物」　https://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/sinsa-unyo/gaihihanntei-tejyun/apply1_1_kamotu.html 参照
　「技術」　貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条2項 参照
　「公知・公開の技術」提供の例
　　　学会誌，公開特許情報，公開シンポジウムの議事録等，不特定多数の者が入手可能な技術の提供
　　　講演会，展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術の提供
　　　学会発表用の原稿又は展示会等で，不特定多数の者に配布する資料の送付，雑誌への投稿等

3. 外国ユーザーリスト
　本学「安全保障輸出管理」ホームページ【https://www.shinshu-u.ac.jp/stc/】からリンクしていますので参照してください。

4. グループＡ（名称見直し前の通称：ホワイト国）　輸出令別表第3 参照
　アルゼンチン，オーストラリア，オーストリア，ベルギー，ブルガリア，カナダ，チェコ，デンマーク，フィンランド，
　フランス，ドイツ，ギリシャ，ハンガリー，アイルランド，イタリア，大韓民国，ルクセンブルク，オランダ，
　ニュージーランド，ノルウェー，ポーランド，ポルトガル，スペイン，スウェーデン，スイス，英国，アメリカ合衆国

5. グループＤ（国連武器禁輸国・地域）　輸出令別表第3の2 参照
　アフガニスタン，中央アフリカ，コンゴ民主共和国，イラク，レバノン，リビア，北朝鮮，ソマリア，南スーダン，スーダン

6. グループＤ（懸念国）　輸出令別表第4 参照
　イラン，イラク，北朝鮮

7. 該非判定・取引審査等について
　(本学「安全保障輸出管理」ホームページ【https://www.shinshu-u.ac.jp/stc/】からリンクしていますので参照してください。)
　信州大学安全保障輸出管理ガイドブック
　各種様式
　　事前確認シート［貨物の輸出・技術の提供］（別紙様式第1-1）
　　事前確認シート［留学生受入］（別紙様式第1-2）
　　事前確認シート［外国人研究者・訪問者等受入］（別紙様式第1-3）
　　事前確認シート［特定類型該当者の学生(留学生以外)受入］（別紙様式第1-4）
　　事前確認シート［特定類型該当者の研究者・訪問者等(外国人研究者・訪問者等以外)受入］（別紙様式第1-5）
　　該非判定書（別紙様式第2）
　　リスト規制例外チェックシート（別紙様式第3）
　　用途チェックリスト（別紙様式第4）
　　需要者チェックリスト（別紙様式第5）
　　取引審査票（別紙様式第6）
　　外国出張にかかる携行物申告書（別紙様式第7）
　　外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する確認書（別紙様式第8）

※ 政省令や外国ユーザーリストは改正がありますので，最新の情報を確認してください。

【携行物申告書の意義】

1. 本学の物品以外であっても用務で使用する場合は申告してください。
2. パソコン等の物品は同一性を担保するため，物品管理番号または製造番号等を記入して下さい。
3. 価格は購入価格または適正市場価格としてください。
4. 非該当証明書や該非説明書がある場合はコピーを添付してください。
5. 非公開の場で非公知の技術を提供する場合は申告してください。その他の場合も申告することを推奨します。
6. 技術文書などの資料がある場合は添付してください。
7. 帯同者があるときは帯同者毎に作成して下さい。
8. 研修における渡航についても申告してください。

【参考】

【記入上の注意事項】

規制貨物や技術を携行していないこと，携行する場合は，許可を得ていることを確認するための申告です。
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